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第 1

1

請 求 の受 理

請 求 人

市 内在 住 者

2  請 求書の提 出

本件請 求書 の提 出 日は平成 1 9年 9月 1 0 日 である。

8  本 件請求は,地 方 自治法 (昭和 2 2年 法律第 6 7号 )第 2 4 2 条 所定

の要件 を具備 しているもの と認 め,平 成 1 9年 9月 1 4 日 にこれ を受理

したD

第 2  監 査委員 の除斥

7 E本男監査委員 は,地 方 自治法第 1 9 9 条 の 2の 規定 によ り本件監査か

ら除斥 した。

第 3  請 求の内容                   …

本件請求書 に記載 されてい る播求の要 旨及 び措置要求等 は,次 の とお り

である。

1  請 求 の対象者

調布市長 長 友貴樹

2  請 求 の要 旨

位)平 成 1 8年 1 2 月 2 0 日 の第 4回 調布 市議会定例会 において,調 布

市議会市政調査収支報告書には領収書又は これ に代 わ る書類 の添付 を

義務付 ける調布 市議会市政調査費 の交付に関す る条例の一部 を改正す

る条例 (平成 1 8年 調布 市条例第 6 5号 )が 可決 され た。 これ は領収

書の情報公 開が可能 になった ことを意味す る。

修)公 明党 が提 出 した市政 調査費収 支報告書 の調査旅 費 (平成 1 3年

1 2 月 2 0 日 ～平成 1 9年 3月 3 0 日 )の ガ ノノン代文 出伝票 を平成
°1 9年 6月 1 1 日 に取 り寄せた ところ領収書 は添付 され ていたが,ガ
ノノン代 ( 1 2 3 ,  o 6 o 円 ) 全 てが調査旅費に使われた とい ぅ明確
な証明がなかった。

侍)ま た,駐 車場料金 ( 3 0 , 4 0 0 円 ) に ついても容易に認めること
はできない。



陥)広 聴費会議賄 い コー ヒー代金 ( 4 5 0 円 )に 至 っては,社 会通念上
要 当な支 出 として報告できる とは思 えない七

俗)平 成 1 9年 4月 1日 ～ 5月 3 1 日 までの 2か 月 間の市政制査費収支
報告書 を取 り寄せ た ところ,チ ャレンジ調布 2 1が 平成 1 9年 5月 2
1 日 か ら 5月 2 2 日 まで 「「調布市いゃ しとふれ あいの旅事業』の現状
と今後 について」 とい う会派行政視祭参功r r旅行 を 5名 で行 つてお り,

'訪
甲先 は静岡県河津町役場,宿 泊先 ほ大滝温泉天城荘 である。宿泊料

金 は 1人 l泊 2食 付 き 1 6 ,  o o o 円 合計 8万 円を調査旅 費 として支
出 してぃる。宿泊代金 は妥 当な出費 であるが,食 事は旅行 を しな くて
も出費す るものであるか ら 1 6 , 0 0 o 日 の うち食事代金 1人 7 ,  5
0 0 円 ,  5 人 分 で 3 7 ,  5 0 o 円 は適切な文 出 とは考 え られない。実
際には平成 1 9 年 3 月 2 2 日 から食事代金は支出できないものとされ
て い る。         、

( 6 1  また , 資 料 賠 八 費 と して D V D 「 そ の 時歴、史 が 動 い た 」( 1 9 , 9 5
0 円 ) , D Y D 「 N 草 革 スペ シ ヤル 明 治 」 ( 9 , 8 7 0 円 ) , D V D 「 N
H K ス ペ シ ャル 映 像 の世 紀 」 ( 7 , 1 4 0 関 ) , D V D 「 世 界 の 自然 現
象 」 ( 3 , 9 9 o 円 ) , D V D 「 プ ロジ ェ ク トx 旭 山動 物 園 」( 3 , 7 9
9 円 ) , D V D 「 N H K ス 大 シ ャル 硫 黄 島玉砕 戦 」 ( 3 , 9 9 o 円 ) , D
V D 「 N H K ス ペ シ ャル 気 候 大 異 変 」 ( 7 ,  9 8 0 円 ) , D v D 「 街 道
を行く」( 5 ,  o 4 0円) (合計6 1 ,  7 5 9甲 )は レンタルで済むも
のもあ り, N w K 番 組 で放映 された もので もある。 これ らのD V D が
どのよ うに市政 にかかゎ りがあ り, 役 立てで反映 されてぃ くのか 目的
がはつき りしない。

1 7 ) さ らに, 資 料購入費 のなかで 「映回なんで もランキング」( 1 , 6 0
0 円 ) を 手 に とって見たが, な ぜ この本 が調査研究活動 に必要なもの
かまったく理解できない。市民あ税金が安易に使われているのではな
いなと疑問を感じる。

措置要求                        ′

市長 に対 し,市 政調査費 における調査旅 費 にっぃて正 当な使途証明の
ないガ ノ リン代金,駐 車場料金放ぴ ョこ と―代金計 1 5万 3 ,  8 8 0円

2



の返納 を公明党 に請求す る措置 をとるぺ く,ま た,調 麓旅費 の うちの食

事代,資 料購入代合計 1 0万 8 5 9 円 の道納 をチ ャ ィンジ調布 2 1に 請

求す る措置 を とるべ く,本 請求をす る。

第 4  監 査 の実施

請求人が主張す る事業 の確部 と請求の当否 を判断す るため,次 の とお り

監査 を実施 した。

1  監 査対象事項

本件監査 の対象 は,市 が公 明党及びチ ャ レンジ調布 2 1 ( 当 時。以下

,同じ。)の 各会派 に対 し交付 した市政調査費の使途 に関す るもの と解 し,

これ に関連す る事項 を監査 の対象 としたし

2  請 求人 の証拠 の提 出及び陳述

請求人 に対 して,地 方 自治法第 2 4 2 条 第 6項 の規定 に よ りt平 成

1 9年 1 0 月 1日 に新たな証拠の提 出及び陳述 の機会 を与 えた。

請求人 は,陳 述 において, '請求 の趣 旨の補足 を行 うとともに,新 たな

紐拠 1点 を提 出 した。

3  監 査対象部局監査及ぴ関係人調査           ″

平成 1 9年 1 0 月 1日 に,議会事務局について監査 を実施 し,併せて,

公明党及 びティ レンジ調布 2 1の 各会派 について関係人調査 を実施 した。

第 5  監 査 の結果 1

1  請 求の要 旨記栽 の事実関係 の確認

講求人 の陳遮 ,証 拠害面,監 査対象部局監査等 によ り,事 実関係 を経

認 した ところ,請 求の要 旨1 2 ) に記載 の うち 「ガ ノ リン代 ( 1 2 8 , 0 3

0 円 )全 てが調査旅費 に使 われた とい う明確 な証 明がなかった」 との事

実,伸)及びに)に記載 の主張, 6 ) に記載 の うち,「1 6 , 0 0 0 日 の うち食

事代金 1人 7 ,  5 0 0 円 ,  5 人 分で 3 7 ,  5 0 0 阿 は適切 な支出 とは考

え られない。実際 には平成 1 9年 3月 2 2 日 か ら食事代金 ほ支 出できな

いもの とされてい る」 との主張,俗)に記載 の うち 「これ らのD V D が ど

のよ うに市政 にかかわ りがあ り,役 立てて反映 されてい くのか 目的がは

つきりしない」との主張,及 び仔)に記載のうち 「なぜこの本が調査研究
活 動 に必 要 な もの か ま っ た く理 解 で き な い。 市 民 の税 金 が安 易 に使 われ



て い るの で は な ぃ か と疑 間 を感 じる」 との キ 演 を 除 き, そ の余 の事 実 に

つ い て は大 略 請 求 人 の 主 張 す る事 実 どお りで あ る こ とが確 認 され た。
2  監 査 委 員 の判 断

上記の事実関係並びに監査対象部局及び関係人の説明に基づき,本 件
措置請求について以下のとお り判断する。

は)調 査旅費におけるガノリン代及び駐車場料金にっぃて

調布市議会市政調査費の交付に関する条例 (平成 1 8年 調布市条加
第 4号 )第 5条 によれば,調 査旅費 とは,会 派の行 う調査研究活動の
ために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 とされている。
公明党会派は,本 件ガノノン代は市政調査費の文出目的に沿づたも

のであり,私 的使用に係るものはなく, iすべて会派の構成議員が調査
のために使用した自家用車 5台分に係るものであるとま振してぃるが,
弁明及び事情聴取においてその調査事例及ぴ市民相談調査活動報告の
内容を確認 した ところ,本 件ガノリン代の使用内容は,市 民からの要
僑 ・相談事例が多 く,そ の活動あために車を使用 したことは推認 され
るものの,ガ ソリン代のすべてが,前 掲条例第 5条 にい う市政の調査
研究活動のための調査旅費 と,ま認め難い。

また,駐 車場代についても,上 記 と同様の理由により,そ れが 明確
に市政の制査研究活動に該当するものであるとほ認め難 く,す べての

構車場代が調査旅費に該当するとは半J断し得ない。

よつて,同 会派の調答旅費におけるガソリン代及び駐車場代につぃ
ては,そ の使途の一部にっぃて市叫調査費の使塗基準に合致 しない支
出 が あ る もの と認 め , 当 談 一部 に

' つ
き請 求 人 の 主 張 は理 由 が あ る もの

と判 断 す るボ

た だ , 本 件 の場 合 , ガ ノ ツシ代及 び駐 車 場 代 に つ い て ほ; 市 政調 査

費 の使 途 基 準 に合 致 す る部 分 ( 議員 と して の調 査 研 究 活 動 に資 す る部

分)と そ うでない部分が鴻在 し,そ の含畔的な区分が凶難であり,具
体的に検証 し得ないので7経 験則を基に推認 し,相 当な割合による抜
分をして市政調査活動に資する費用の金額を算出すると,  2 分の 1が
市政調査費,そ の余の 2分 の 1が市政調査以外の貴用に費消されたも



の と解す るのが妥 当であると判断す る。

1 2 )広 聴費 にお けるヨー ヒ十代金 について

広聴費 の内容 は,会 派が市民か ら市政及ぴ会派 の政策等に対する要

望及 ぴ意見 を聴 くための会議等 に要す る経費 とされ てお り,本 件は文

出伝東Ⅲに記載 の とお り,会 議賄い として平成 1 9年 2月 2 6日 に文出

され た ものである。

同時点では,広 聴費 を含 めた市政調査費 の各項 目及 ぴその内容 に係

る市政調査費 の使強基準 は調布 市講会市政調査費 の交付に関す る条例

施行規則 (平成 1 3年 調布市規貝U第 1 4号 )別 表 に定 め られてお り,

その使途 の具体的な内容 として会議賄貸がダJ記され てい ることか ら,

会議賄 い として支料 してい る本作 コー ヒー代金 は これ に合致す るもの

と認 め られ る。

よらて,請 求人の主張 は理 由がない もの と判断す る。

1 3 )調 査旅費 (宿泊費)に お ける食事代 について

調査旅費 の内容 は,会 派 の行 う調査研究活動 のた めに必要な先進地

調査又 は現地調査 に要す る経費 とされてい る。

本請求 に係 るチャン レンジ調布 2 1の 会派の現地調査は,「「調布市

いや しとふれ あいの旅事業」の現状 と今後 について」 をテーマ として

設定 し,調 査研究のた めに実施 した ものであ り,こ の内容 については

市政調査費 の使途基準 に合致 してい るもの と認 め られ る。

請求人 は,宿 泊代金 ( 1人 当た り1 6 ,  O o o円 ,  5人 分 8 0 , 0

0 0円 )の うち食事代金 (1人当たり7,  写0 9円 ,  5人分3 7 1 5
0 0 円 ) は 適切な支聞 とは考えられず,平 成 1 9 年 3 月 2 2 日 から食
事代金は文出できないもの となっていると手張 しているので,こ の内

容について検討す る。

同会派は,宿 泊代 と食事代が不可分の場合は,従 前 も食事代を含め
て宿泊代 として支給 してお り,今 回の改正においてもこの取扱いは従

前 どお りであると主張 しているが,食 糧費については調布市議会市政

調査貴の交付に関する条例で文出することができない とされ,  日当及

び食卓料に関 してほ,調布市議会市政調査費の経理等事務取扱要綱(平



成 1 3 年 調布市議会要細第 1号 )別 表において算定することはできな
い とされ,ま た,平 成 1 9 年 6 月 に作成 された 「市政調査貸の手引き」
における項目別の使途基準充当指針においても'食 事代については支
出できない旨が明記 されている。

従つて,調 査沐費の宿泊費には天城群提出の内訳書記載による食事
代 1人 当た り7 ,  5 0 o 円 は含まれない もの と認 める。

よつて,食 事代金 1人 7 ,  5 0 0 円 ,  5 人分で 8 7 , 5 0 0 円 ほ市
政調査紫の使途基準た合致しない文出であると認め,請 求人の主張は
理由があるものと判断する。

に)資 料購入費 にお けるD V D及 び書籍購入代 について

資料購入費の内容 は,会 派の行 う調査研 究活動 のために必要な図書,
資料等の購入 に要す る経費 とされている。

ア 市 政調査費 と認 め られないD V Dに つぃて

春 D V Dの 購入理 由の概要 は,

(ア)「その時歴 史が動いた 時 代の ジーダーたち篇」 ( 1 9 ,  9 5 0

用)が ,時 の政治家の リーダーシ ップを時代背景 とともに歴史の

教訓か ら学ぴ とるため,

(イ)「N H Kス ペ シャル  明 治」 ( 9 ,  8 7 9円 )が ,戦 後 レジュー

ムの転換 の意味を考える上で弾治時代 を再検討 。再認識す るため,
(ツ)「N H Kス ペ シ ャル  映 像の世紀」 ( 7 ,  1 4 o円 )が ,  ビジュ

アル の視点か ら時代の流れ を分析 ,見 つめ直 し,現 在 の社会 ・暮
らし ・人 のあ り方 を考 えるため,

(工)「N H Kス ペ シャル 硫 黄島玉砕 戦」 ( 3 ,  9 9 o円 )が ,忌 ま
わ しい戦禍 の症史 と映篠 を直視す るこ とが必要 と考 えたため,  と
されてい る。

上記 4点 については,条 例の 目的 とす る調布 市政 に直 ちに関連が
あるとは認 め難 ぃ ことか ら,上 記 D V D購 入代合計 4 0 ,  9 5 0円

は"政 調査費 の使途基準に合致 しない文 出であると認 め,請 求人の
主張は 理 由がぁるもの と半u断す る。

イ 市 政調査費 と認 め られ るD V Dに ついて



(ア)「 世界 の 自然現象」 ( 3 9  9 9 o円 )        |

(イ)「 プ ロジェク トX  旭 山動物園」 ( 3 ,  7 9 9円 )

(ウ)「 N H Kス ペ シャル 気 候大異変」 ( 7 ,  9 8 0円 )

(工)「 街道 を行 く 甲 州衛遣篇」 ( 5 ,  0 4 0円 )

上記 4点 にらぃては,調 布市政 との中連性 も深 く,会 派の行 う調
査研究活動 に資す るこ とが認 め られ るので,講 求人 の主張は理 由が

ない もの と判断す る。

ウ 書 縛 「映画 なんで もフンキィぞ」( 1 , 6 0 0円 )に お ける購入理
由は,映 画 の街 「調布 」の推進 に向け,様 々な映阿情報 の掌握 のた
めに購入 した とす るが,事 籍 の内容 は,趣 味,嗜 好の範哺に係 る部
分 を多分 に含 む ものであ り,調 布 市政 との関連性 につぃては希薄で
ある といゎ ざるを得ず,市 政調査費の使途基準に合致 しない支出で
あ々と認 め られ るので,請求人の主張は理 由がぁるもの と判断す る。

3  勧 告

監査委員 は,上 記 の とお り請求人の主張に理 由があるもの と判断 した
公明党のガ ノ ブン代 1 2 3 ,  o 3 0 1円 の うちの 6 1 ,  5 1 5円 ,駐 車場
代 3 0 ,  4 0 0円 の うちの 1 5 ,  2 0 0円 の合計 7 6 ,  7 1 5円 及びチ
ャレンジ調布 2 1の 宿泊貸 8 0 ,  o o O円 の うちの食 事代 3 7 ,  5 0 0

円, D V D購 入代 6 1 :  7 5 b円 の うちの 4 0 ,  9 5 0円 ,書 簿購入代
l ,  6 0 0円 の合計 8 0 ,  o 5 0円 について,各 平成 1 9年 1 2月 l o
日までに市に遺還す る措置 を謙ず るよ う,地 方 自治法第 2 4 2条 第 4項
の規定によ り,識 布市長 に対 して勧告す る。


